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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年８月２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年２月２１日 ０４時２０分ごろ 

発生場所 東京都八丈町八丈島中央部西岸 

 八丈町所在の八重根港防波堤灯台から真方位２９５°０.８５海里付近 

（概位 北緯３３°０６.２′ 東経１３９°４５.６′） 

事故調査の経過 平成２４年２月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 勢
せい

寿
じゅ

丸、６.６トン 

ＴＫ２－１５９３（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９８ｍ（Lr）×３.６６ｍ×１.２８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４３５kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５９年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５８年１０月６日 

  免許証交付日 平成２０年７月４日 

         （平成２５年１０月５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、八丈島中央部西岸の八重根漁港を出港

して北方約３０km にある黒瀬漁場へ向けて八丈島中央部西岸沖を北西進し

た。 

船長は、八丈島船戸鼻
ふなとがはな

付近に設置された八丈島空港進入路指示灯を目標

として航行中、平成２４年２月２１日０４時２０分ごろ八重根漁港北西方

約１.５kmの大潟浦の岩礁（以下「本件岩礁」という｡）に乗り揚げた。 

船長は、長年の経験から、八丈島空港進入路指示灯を目標とすればよい

と考え、同灯を目視で確認し、ＧＰＳプロッターの電源を入れずに航行し

ていた。 

本船は、本事故後、クレーンで撤去された。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の末期、潮高 １４３cm 

月齢等：月齢 ２８.３、月出 ０５時２８分 

その他の事項 本船は、レーダーが故障していた。 

船長は、夜間はＧＰＳプロッターを使用し、本事故発生海域を航行して

いたが、本事故前の電気関係の修理でＧＰＳプロッター及び魚群探知機の

電源を切っていた。これらの機器は、電源を入れればすぐ使用できる状態
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 にあった。 

八丈島は、本事故当時、黒潮本流の中にあり、北北東方向へ２ノット以

上の流れがあった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、八丈島中央部西岸沖を北西進中、船長

が、目視により八丈島空港進入路指示灯を目標に

航行していたことから、風浪及び黒潮により陸側

に圧流されていることに気付かず、本件岩礁に乗

り揚げたものと考えられる。 

船長が、ＧＰＳプロッターを使用して船位の確

認を行っていれば、本事故の発生を回避できた可

能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、八丈島中央部西岸沖を北西進中、船長が、目

視により八丈島空港進入路指示灯を目標に航行していたため、風浪及び黒

潮により陸側に圧流されていることに気付かず、本件岩礁に乗り揚げたこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・夜間は、航海計器を使用して船位の確認を行うこと。 

 




